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減損会計 の 企 業財務 に 及 ぼ す影響

…一
資産概念 の 変 化 と減損会計 導入 に 備え た 事前対策 に つ い て

濱　田　弘　樹

　　 （釧路 公立 大学）

1　 は じ め に H　 背景 ・契機

　減損会計 は平成 17 年 4 月 1 日以後開始す る事

業年度か ら完全実施が 決定 した 。 しか し，企業 の

自主 的判断 で 平 成 15年 4 月 lH 以 降の 事業年度

か ら早期適用 が 容認 され る
u ）

02004 年 12 月現在，

強制適 用ま で の 猶 予は 1年強 で あ る 。 そ の 間 に ，

投 資事業の 選 別　　不採算事業 の 再建 と売却

の 財務処理が 経営 責任 と して 注 目され る 。 企 業 は

早 期 導入 か 強 制適 用 を待 つ か が 大き く問 わ れ て い

る 。

　本稿は，以 下 の 3点 の 検討 を行 う 。 第一に 広義

の 時価会計で あ る減損会計 に 対す る整 理 を行 う。

第 二 に 減損会計が経営 ・財務 に 及ぼ す影響 を考察

す る 。 最後 に ，減損会計不況 な る懸念 へ の 反証 と

して ， 固定 資産 の 有効活用 と導入後 の 企業経営 を

模索す る 。

　構 成 は U で 前提 とな る会計制度改革 の 補足 と と

もに 背景を説明す る 。 皿 で 適用時期 の 選択 幅と概

要 を整理 し，IVで 前倒事例 と企業経営の 関連 を論

じる 。 V は導入を踏まえ た意識改革 の 方向性を挙

げ，VIで導入の 事前対策に 付 随す る諸問題 を検討

し総括す る 。

　減損会計導入 に 関連 して ，会計 制度 の 改革を補

足す る と と もに 背景 と契機 を説 明す る 。

’
内戊 14

年 3月期を皮切 りに企業会計制度 の 改正 が 目自押

しで あ る 。 い わ ゆ る 会計 ビ ッ グバ プ
1
の 最大 目的

は 貸借 対照表 の 再構築に あ り ， 有用 性 の 向 h に あ

る 。
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　従来，貸借対照表 の 有用性 に 疑問が 投 げ か け ら

れ て きた 。 資産 ・ 負債 は取得原価で 評価 され，実

際価値 を必 ず し も反映 して な か っ た 。 す なわ ち，
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貸借対照 表が 企業 の 真 の 体 力 を表 現 して い た とは

言 い 難 い 。 そ れ が ，平成 13 年 3 月期 よ り 金 融資

産 ・負債は 金融 商品 会計 で 時価 評価 され ， 退 職給

付会計 に よ り退職給 付債務の 計 Eが 余儀な くされ

た 。 営業循環過 程 で 生 ず る棚卸 資産 も滞留商品 に

な っ た 場合は，保守主義 の 観点 か ら減損処理 （強

制評価減） とな る 。

一
連 の 再構築 は 固定資産 も例

外 で は な い 。

　 こ れ らの 共通点 は 資産 ・負債 を実際価値 で 計 上

す る こ と，企 業 の 真 の 体力 を表現す る こ とに あ る 。

実際価 値を 表す会計処理 は 取得 原価 か ら脱却 し，

時価主 義 に よ る処理 で あ る 。 た だ し， 時価 主義 は

一律で は な い 。 次 の 3 つ に 分類 で きる ．

貸借対 照 表

図 2　時価 会 計
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損 読計 算書
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図 4　減 損 会 計

揖益 計 算書

慶＿ ＿

　 　 評 価損 荘　 　 　 　　 xx ×

　 　 税引前当期純利益 　　XXX

　資産 ・負債 を毎期 末の 時価 で 評価 替え し， 評価

損益 （含み 損益の 合計） を損益計算書 に チ ャ
ージ

す る 。 狭義 の 時価会計 で 売買目的有価 証券 の 評価

に 採用 され る 。

貸借対照 表

図 3　時価会計

）

資 　 産
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貸借対 照表

　図 2 と同様 で あ るが，評価損益 （含み損益の 合

計）を損益計 算書 に チ ャ
ージ せ ず直接 自己 資本に

計上 す る 。 そ の 他 の 有価 証券等 の 売却予定 の な い

資産 を 対象 とす る。評価損益 を毎期 の 損益 に 反 映

さ せ る の が妥 当で な い た め ，損益計算書 に よ ら な

し 

　図 4 は資産 に著 し い価値の 下落や減損 の 事実が

負 　債

資　本 睡＿ ，

　 　 減 損損 矢　 　　 　　 xxs

　 　 税 引前 当期 纏利 益 　 　 xxx

あ る場合，簿価を時価 まで 引 ドげ，減損損失や 損

益 計算書に チ ャ
ー

ジ す る 。 固定資産の み な ら ず 金

融 商品 や棚 卸資産 も対象 とな る c 必 ず しも毎 決 算

期 に 時価評価す る わ け で は な く，「 淀 の 事実一

が 認 め ら れ る場 合 に 時価 を評 価 基準 と し て 重視す

る広義 の 時価会計で あ る 。

　本稿 は 減損を取 ltげ る が ，固定 資産をめ ぐる環

境 は激変 して い る 。 固定資産 は過去 に 実施 した投

資を将来 に わ た り回 収す る。長期 問 に及ぶ 投資回

収 に対応 した固定資産の 価値減少 （減耗）見積 り

額
C31

は通常，減価 償却で 費用 化 す る 。 固 定資産 の

帳簿価格 は 取得価額か ら減価償却累計額を控除 し

た 額で あ る 。 従来，帳簿価格 は 固定資産 の 将来収

益で あ り回 収可能性を上 回 る と され た 。

　 しか しな が ら ， 技術革新 ， 事業 ボ ーダ レ ス 化 ，

お よ び 自由競争等 に よ っ て 変化 し，固定資産 を め

ぐる議論 も変化 を余儀な くされ て い る 。
「帳簿 価

格 は 回収可 能性を 上回 っ て い る 」 の 前提 は 崩れ ，

「固定 資産 の 将 来収益 性 が 当初 よ りも下落 し ， 帳

簿価格 を回 収 で きな い 」 状況が予 見 され る 。
こ う

した 固定資産の 価値減少額を反映す る の が減損会

計 で あ る 。

　将来収益性が低 ドし た 場合，帳簿価格 を引 ドげ

て 損益計 算書 に 減 損 損 失 を計 上 す る。減 損会計 は

資産の 継続使用か売却 （オ フ バ ラ ン ス 化）を迫 る。

売却が有利な場合，売却可能価額 ま で 帳簿価格を

引下 げな ければ な ら な い 。環境 の 激変は 我が 国 に

減 損会計を 迫 る わ け だ が，導人 契機 に 関 して 米国

と我が 国 は事情が 異な る 。

　 1995 年 に 減損会計 を導 入 した 米国 は 「ビ ッ グ

バ ス 方式」の 抑制が契機 とされる 。 こ れ は固定資
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産評価額 を下落 させ て 巨額損失を計 L し ， 翌 期以

降の 減価償却費を減額す る こ と で 業績回復を演 出

す る 。 経 営者 の 交替時期 に 顕著に 見 られ ， 旧経 営

陣の 膿 を は き出 し過 去最悪 の 業績 と した L で ， 以

後の 業績 向上 は 新経営陣の 成果で あ る よ う偽装す

る経営 で あ る。恣意的な会計処理 の 抑制が 減損会

計 の 背景 に あ っ た Q

　一方，バ ブ ル 崩壊後 の 長期低迷 に ある 日本は，

企業 の不採算事業 を顕在化 させ て 財務健全性を 担

保 す る こ と ， また EU で 2005 年以 降の 導 入決 定

がな され た よ う に，グ ロ
ーバ リゼ ーシ ョ ソ

φ

が 後

押 しとな っ た 。

皿　導入 時期 ・概要

　本節は 減損会計 の 適用時期 と概要 に つ い て 整 理

す る。減損会計制度化 の 議論 は，企業会計審議会

の 固定 資産 部 会 に よ る 報告書 で な さ れ た 。 平 成

12 年 6 月の 「固定資産 の 会 計処理 に 関す る論 点

整 理 」 と 翌 13 年 7 月 の 「固定 資産 の 会計 処理 に

　　　　　　 ロ　　　　　　　ロ　　　ロ
関す る 審議 の 経 過報 告」 の 後 ， 平成 14 年 8 月

「固定資産 の 減 損 に 係 る会計 基準 の 設 定 に 関 す る

意見書」 と併せ て 減損会計基準を設定 した 。 た だ

し，減損会計 の 影響ゆえ に 関 係団体 の 調 整が つ か

ず， 当初平 成 15 年 3 月期の 導入が 2 年近 く延期

され た Q

図 5 導入時期

囗

嘉
饗』訴 ＿ ⇒

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 強制適 用 〔年度
・中聞）

一
　 　 　 平成 16年 3月期 　 　　 　 平 成 17年 3月期 　 　 平 成 IS年 3 月期

　実施 時期 は準備期間が 設定 され る 。 準 備作業を

考慮 した もの だ が，3月期決算企業 の 適用時期 は

平成 17 年 4 月 1 冂以 後開始す る事業年度 か ら実

施す る こ とが適 当と し ， 平成 18年 3 月期以降に

完全実施を見込 む 。 早期適用 は 2段 階あ り，そ の

1年 前 の 平 成 17 年 3月 期 か ら を 「望 ま し い 1 と

し，そ の 上 で さ ら に 平 成 16 年 3月 期 の 早期 実 施

も 「実現 可能」 とす る 。 実施 に こ れ だ け選択幅が

あ る の は 稀有で あ る が，基準 の 及 ぼ す影響が大 き

い 所 以 で あ る 。 実施時期 は企 業 ス タ ン ス に もよ る

が，固有事 情 も考慮 した上 で 決定 され る 。

　固定資産の 減損は次 に 定義 され る 。   資産 の 収

益性低 ドに よ り投資の 回収可能性が 見込 め な い 状

態で あ り， 
一

定条件 の ド，回収可能性を反映 さ

せ た 帳簿価額 の 減額を行 う 。 した が っ て ， 減損処

理は 損失の み が認識さ れる点 で 時価会計 と共通で

あ る 。 しか し，資産 の 「収益性の低下 」 に着 目し

た Eで ， 金融商品の よ うに 「時価の下 落」 を直接

認識 ・ 反 映 す る の で な く，即座 に含み損 は表面化

し な い 。 すな わ ち，固定資産 の 時価 が ド落 し よ う

と，収 益性 が維持 され て い れ ば，減損処 理 を行 う

必要 がな い 。

　減 損対 象 資産 は 固定 資産全般 に わ た り
C5），有形

資産 の み な ら ず ， 営業権等 の 無形資産や 投資 日的

資産 も該当す る 。 資産 は 将来 キ ャ ッ シ ュ
・フ ロ

ー

等 の 回収可 能性 に 基 づ く資産 評価額 が ， 帳簿価額

（取得価額 一減価償却累計額） を上 回る の が 通常

の状 態で あ る 。 しか し，環境 の 激変 や設備投資 の

失敗 な ど で 収益性が 当初 の 見込み を ド回れ ば，評

価額が固定 資産 の 帳簿価格 に満 た な い 事態 も考え

ら れ る 。

　 こ う した事態 に つ い て 固定 資産評価額の 減少分

を 「減損」 と認識 し，帳簿価額か ら減額す る 。 減

額分 は 「減損損失 」 と して 損益計算 書の 特別損失

とす る。 資産 が将来に 生 み出す キ ャ ッ シ ュ
・フ ロ ー

等に よ り帳簿価格を回収可能か どうかが鍵 となる 。

回収 可 能額 〉帳簿価格 であ れ ば減損処理 は必 要 な

い
。 企 業経 営者 は 使用 価 値

嚠ti】
と正 味売 却価値

CT）
の

有利 な方を選択す る 。 両者の うち い ずれか大き い

方が 回収可能価額 で あ り，帳簿価額 の 差が 回収不
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能額＝減損損失 と な る 。

　 　 　 　 　 　 　 図 6　 減 損 会 計 処 理

　…　減価償却　　　　　　　　　　　　　　　　　
取 i　累計額 　　※1

得

原

価

　　　1権

　　　濡
　　　1額
一
7
／ii・

〉

従来の BIS金額　　　　　減損会計導入後の B／S金額

※2　使用価値＝割引塗将来CFの 現在価値

見積期間 ＝ 経済 的残存使用 年敷 と 20年の いずれか短 い方

使用価値 と正味売却価値の 有利な方を選択。

　減損損失 の 判定 と使用価値 の 算定 に 将来キ ャ ッ

シ ュ
・フ ロ

ー
が必要で あ る。資産の 経済価 値の 算

定 は，固有 の 事情を 反映 した合理 的な仮定 ・ 予測

に 基づ く。当然，中長期計画 の 前提数値や 外的要

因 と の 整 合性 を満た す こ とが要件で あ る 。

　 　　 　 　 　 図 7　減損 の 要否判定

  固定資産の グルーピング （土地 ，建物，機会 ，営桑権 Finance　Leesel

　 ↓

  減損差医の識別 ※ 1　 　 　 　 　
→（k ）認 識不 要

　 ↓ （有）

  減損損失の 認臓　※2　　　　　　　　　 →（しない｝測定不要

　 ↓ （する）

  減損越 （計上）　 ※3

※1 ：継続的赤字，事業廃止，資産の遊休化，繰営環境患化，資産価格下落等。
※2 ：帳簿価額〉割引前将来CFの場合，減損損失を語識 し，  へ 進む。
※3 ：帳簿価頷一（使用価値 ≡ 割引後将采 CFor 正味亮却価値）三 滅殞損失

　処理 手続 き は IAS や FASB と 同様 ，  資産 グ

ル
ー

ピ ン グ の 実施 ，   減損兆候 の 識別 ，   損失 の

認識判定，  損失の 測定計上の 順に 4 段階を踏む。

こ れ は ，棚卸 資産の 強制 評価減 等に な い プ ロ セ ス

で あ るが ，実務負担を軽 減す る た め 全資産 を対象

と しな い 。 実務上 ，    の 1頂序 で 実施 され，ま た

  以 降を考慮せ ず して   の 実施 も不可能で あ る こ

と か ら両者は 不可分で あ る 。 な お ，前 もっ て 減損

損失を試算 し ， 損益 へ の 影響を意 識 しなが ら処 理

手順を遡 る発想は，減損会計の 趣旨に合わ ない こ

と は 言 うま で もな い 。

IV　 減損対策

IV−1　前 倒 適用

　減損 会計ル ール が 存在 しな か っ た 以 前 に，実質

的な前倒適 用 が存在す る 。 平成 14 年 3 月期 の 二

菱地所 で は 総額 4，339 億 li亅の 含み 損処理を 実施 し

た 。 商 業 ビ ル 賃貸物件等 に 適 用 し，決算で 固定資

産 評価損 1．563 億円 を特別損失 で 計上 した 。 最終

的に評価差額金約 4，000 億円 を株主資本 に 計 ヒし，

含 み損約 2，700 億円が 処理 で き た 。 実施 しな い ま

ま減損会計 が導入 され れ ば，含み 損 が損益 計算書

に 計上 され，業績 へ の 悪影響が必 至 で あ る 。

　 同様 に，建設機器 コ マ ツ も大幅な減損処理 を実

施 し て い る 。 IT 不況 で 収益性 が低 ドした 子会社

工 場を減損処理 して 特別損失約 550 億 円を計上 し

た 。 当時 の 連 結当期純損 失は 790 億 円で あ り，そ

の 約 70％ も占め る損失 で あ る 。
こ の よ う に 前倒

処理を実施 した り固定設備 の 臨時償却 を行 った り

と前倒処理 の 形態 は多様で あ る 。

　導入を睨ん で 前倒減損処理以外の 方法の 事例 も

あ る 。 そ れ は 1土地 再 評価 法 」 を 適 用 事例 で あ

る
ご

  事業用土 地を時価評価 して 含み 損益 を相殺

し，繰 延税金関連部分 を控除 した 額 を株主 資本 に

計上 す る 。 前述，時価会計  の 処理 で あ る
。 法律

の 利用期 限で あ る 2002 年 3 月末 迄 に は相 当程度

の 駆 け込 み 実施 が な され た 。 こ の 背 景 は， 2006

年 3 月の 完全導入が確実視 され た こ と に依拠す る 。

完全導入 後 は収益性 の 低下 し た 固定資産 の み を対

象 と して 減損損失を計上 しな けれ ばな ら な くな る 。

しか し，十一地 再評価 法は 含み損 益 を相殺 で き る の

に 加え，損益差額 を損益 計算書に 反映 させ ず と も

よ い 。期 間損益に 影響が で な い 都合 の 良 い 対策と

な る 。

　
一

方 で ， 準大手ゼ ネ コ ン 等 の 経営再建を断念す

る企業 もある 。 減損会計 に耐え られ な い 体力面の

問題が理 由で あ る 。 公共事業の 縮小 に よ る低迷 に
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加え ， 巨額な含み損処理 は企業の 自助努力 の 範囲

を超 え，企業の 存立基盤 を揺 るがす程の 影響を及

ぼ して い る 。

　 なお，実質的な早期適用に 批判的論調は 少な い 。

負 の 遺 産 （＝含み 損） の 顕 在化 処理 は 財務健 全化

ツ
ール と し て 評価 さ れ る傾向が 強 い 。 長期不況 を

背景 に 財務状況が毀損 して い る現 在 ， 前向き に 財

務処理 を行 えば当然そ れに 見合 っ た 評価が ドされ

る の も当然 で あ ろ う 。 減 損 会計 を制度外で 前 倒 し

し ， か つ 早期適用 へ の 高評価が 下 され る 今 日，
’F

成 16 年 3 月期 に 減 損会計 を適 用す べ き か ， 強 制

適用 を待つ べ き か 非常 に難 し い 判断 が 迫 ら れ た 。

IV−2　適 用 と企 業経 営

　基本原則 は 減損会計を
一刻 も甲 く断行す べ き で

あ る 。 資産 の 健全化 と財務安定化を 目的 とすれ ば，

価値 が毀 損 した 資産処理 は 先送 りす べ き で な い 。

適用 を遅 ら せ れば，自 ら問題 の 先送 りを宣伝 して

い る に他 な らな い
。 確か に，開始時期に 選択幅が

あ る 自体問題で あるが ，比較 ロ∫能性 に 応え る と い

う重 要な使命を会計 制度 が帯び て い る以 ヒ，

一
律

に 適用 す べ きで ある。

　減損会計は 事業 の 将来収 益 性を 見極め る会計 で

あ り， 経営 理 念を語 る 上 で 収益性 の 向 Lは欠か せ

な い
。 した が っ て ， 誠損会計基準は企 業経営 自体

を評価す る とい う必 然 的役 割 を担 う。 企業経営 は

投 資額以上 の リターン獲得が 絶対命題 で あ り ， も

し不採算部 門が 存在す る こ と は，経営の 失態を認

め る こ と で もあ る 。 失態を適宜 開示 しな けれ ば ア

カ ウ ン タ ビ リ テ ィ
ーは 果た せ な い 。こ う解釈す れ

ば， 「
11期適用 は不 採算部門 の リス トラや 資産健全

化 に 対する評価を受 けつ つ ，同時 に マ
ーケ ッ トで

ポ ジ テ ィ ブ な扱い とな ろ う 。 逆に ，適用 を様 ’見

す れ ば，厳 し い 取 り扱 い を受 け る可能性 は 避 け ら

れ そ う に な い
。

　確 か に ，社内 に お け る受入 体制 の 未整 備や 割引

キ ャ ッ シ ュ
・

フ ロ
ーの 複雑 な計算 に よ る 遅れか ら

適川 で きな い 場合 もあ ろ う 。 しか し，早期適用 企

業が ある中で 準備不足 を理 山とすれば マ イナ ス イ

メ
ージ に 捉え られ る 。 と い う の は，減損 会計 に 関

す る意 見書や具体的な適 用指針は 既 に 1年以上 前

に 明 示 され て い るか らで あ る。

　加 え て ，減損会計 の 導 入 は 企 業経 営者 の 裁量 に

大き く依存 して い る 。 経営者の 情報開示へ の 姿勢 ・

意識が決定的要 因とな る 。 手続 Lの 準備不足を理

由 に すれ ば ，自覚な き企業 と の 烙 印 を押 され て も

止む を得 な い 。 ただ し平成 16 年 3 月期 の 現状で

は，経営者意識 がそ れ ほ ど高 くな い と思 われ る 。

そ れは ，早 期適用が例外的扱 い の た め に もよ る 。

　 バ ブ ル 時に開発 に注 ぎ，明 らか に失敗事業が 存

在す る以 h，強制適 用 ま で 悠 長に構 え る行為 は不

誠実 で あ る。土地 を担保 に 建設 し た ビ ル ，需要予

測 を 見誤 っ た 施設 ，稼動率が低下 した i”場 ・遊休

地等は 滞留 して い る場合が 多 い 。
バ ブ ル の 痕跡 は

減損会計 ル
ー

ル が 未整 備な 中で 躊躇 し続 け た 負 の

遺産 で あ る 。 こ れ らは減損会計基準 の 設定 と同時

に処理す べ きで あ る 。

　た だ し，減損会計基準 に よ っ て 帳簿価額を切 ド

げる こ と は 根本解決を示 して い な い 。 あ くま で 基

準に 応え て 財務 諸表に 真 の 姿 を写 し出す こ と に 意

義は 認 め ら れ る が ，事業失敗 に 対す る経営責任が

付着す る こ と は 言うま で もな い
。

そ れ を 前提 に 減

損事業の 展望 （撤退か 継続か） の 判断を 下す こ と

が重要 で ある 。 換 言すれば，事業の 将 来キ ャ ッ シ ュ
・

フ ロ ーの 改善 へ の 不断 の 努力が継続す る の で あ る 。

V 　意 識改革の 醸成

V −1　適 用の 困難 性 と企業経 営の 姿

　導入す べ きか 困難 を伴 う の が ，
バ ブ ル 後か ら現

在に 至 る不況で 徐 々 に傷 つ き つ つ あ る事業で あ る 。

製品価 格 ・販 売数量 の 低 下 ， 稼動率 の 下 落 に よ る

営業赤字 の 発生等，事業投資時点 の 計画 を裏切 る

もの で 「減損の 兆候」が徐 々 に現れ る事業で あ る c
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こ れら は ， ど の タイ ミ ン グ で 導入 時期 を選択 す る

か が残 され て い る 。

　早期適用す る場合 ， 全事 業プ ロ ジ ェ ク トに つ い

て 資産 グ ル ー ピ ン グ し，一律 に減 損 の 兆候 を認 識

しな け ればな ら な い 。

一
部適用や ， 事業に よ っ て

適 用 を遅 ら せ る こ と は 許 されな い 。つ ま り， バ ブ

ル 時代 の 案件が 存在す れ ば，減損 会計 を
一

律適用

す る こ とが必然で あ り選択 の 余地は な い 。 そ うい っ

た もの が 処理 済 み で あ り，バ ブ ル の 清算か ら
一歩

進ん だ段階に あ る 企 業 ， い わゆ る 長期不況 で 事業

の 減損兆 候 が顕 在化 しつ つ あ る企業 に お い て は，

適用時期が早 い ほ ど 良い と は 限 ら な い 。 確 か に ，

損益 が計 画 と比 べ て 悪 化 し て い る とは い え，改善

余地 が 残 され て い る場合 もあ る。そ れ らを
一

律 に

適用 させ る の は 会計 の 暴力 に 等 しい 行為で あ る 。

毀 損 し た 不採算事業 の 再建 に 充 て る 時間 が 残 さ れ

て い て も良 い と考 え る 。 そ う解 釈す れ ば ， 平成

16年 3 月期か ら平 成 18年 3 月期 の 期 間 は再建 に

残 された最後の 期間 と捉え られ る 。

　減損会計導入後 の 企業会計は次 に 位置づ け られ

る 。 減損会計は 事業投資 の 失敗が撤退損失 に よ り

計上 され る の で は な く，採算悪化 の 「兆候」 と将

来収益性 （将 来キ ャ ッ シ ュ
・フ ロ

ー） の 低 ドに 基

づ く事業価値 の 評価 に よ っ て 「減損損失 」と して

示 され る 。 事業 の 不振 や 失敗に よる発生損失が，

事業の 将来計画 へ の マ イ ナ ス 面を通 し て ， 減損会

計 の 形 を と っ て財務 に反映 さ れ る の で あ る 。 した

が っ て ，常に 事業投資 と リタ
ー

ン の 正 常な関係が

要求 され 続 け る。換言 すれ ば，事 業別 の株主資本

経営そ の もの と断 言で き る 。 減損会計 は企 業経 営

の 厳格 さを実現 する ツ
ール で あ り，経営責任会計

の さ ら な る 強化 と も 見 れ る 。

　減損会計 導入後 の 厳 しい 会計 ・経 営 へ 突入 す る

前に，不採算事業 を洗い 出 し，再 建に 向け た 具体

的施策を とる 。 それ が 強制適 用 ま で の 2 年間 の 準

備 で あ る 。 つ ま り，猶 予と もい え る 2 年間は事業

プ ロ ジ ェ ク トの 収益性 を常 に 評価 し，導入前 に 経

営意識 の 醸成を図る と同時に 不採算事業 の 立 て直

し期間で あ る と の 自覚が 必要で あ る 。 採算悪化で

即刻 「減損損失」 の 計上 と い う企 業会計 の 世界を

控 えて，せ め て準備期間 を活 用 して経営体 制を磐

石 に しな ければ な ら な い 。

V −2　意 識改革の 要点

　適用時期 の 検討 は 不可 欠で あ る が，経営 者が適

用 後 の 企業会計 ・経営 の 姿 を どう 自覚す るか は重

要 で あ り， 覚悟の 上 で 適 用に踏 み 切 ら なけ れ ば な

らな い
。 減損 会計 は

一
過 性 で な く，経営根 幹 に 関

わ る大改革 に 他な ら な い 。 無 自覚で 早急な適用 は

無謀で あ り，そ の 意味 で 経 営者 は意識改革 の 醸成

が 不可欠 で あ る。そ れ に は 次 の 3 つ の 要点が考 え

られ る 。

　  　資産概念

　資産 は将来の 損益計算 書にお ける 費用項 目で あ

り， 「費用 ・収益対応 の 調整 弁」 と し て 格納 され

て きた 。 加え て 減損会計導入 後 は将 来的に 費用 を

上 回る収益力が あ る もの に 資産性が付与 される 。

収益力が低 ドす る と採算線ま で 資産価額は 切 ドげ

ら れ る
。

つ ま り収益獲得 に 貢献す る もの が 「資産」

と定義 され る 。

　  強化 され る経営責任会計

　株主に 対す る経営責任 の 明確 化 で あ り，経営者

は コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ ナ ン ス を 従来以上 に 意識 し

た 経営が 要求 され る。減損会計を借 りて我 が 国に

も コ
ー

ポ レ
ー

ト 。 ガ バ ナ ン ス が 機能す る 。

　  ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ
ー

　減 損会計 は 撤退 損失で な く，不採 算部門 の 資産

簿価切 ドげ で 生 じ た 「減損損失」 を計上 す る 。 経

営者の 「事業撤退 」 と い う意思 決定 を待た ず に 発

動 され る 。 「意思決定」 に よ る損失計上 で はな く，

「見識 と 自覚 」 に 依存す る計 Eで あ る 。 したが っ
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て経営責任の 不達成 を経営者 自らが表 明 しな けれ

ばな らな い 。 不採算事業か ら撤退 しな い 場合は合

理的説明が 要求 され る。な お，減損損失を積極的

に 計上 した と い っ て ， もはや マ
ーケ ッ トか ら評価

を受 け る こ と も期待 で きな い
。 厳 しい 責任 追及 が

な され る 峙代 とな る 。

　経営 失敗 の 表明 に躊躇 し ， 減損損失 の 計上 を 先

送 りす る ほ ど リス クが高 い
。 再建 へ の 努 力 もむ な

し く， 採算性 の 改善が未達成だ っ た場合 ， 過去 の

決算に 遡 っ て 減損損失 を非開示 に した責任 が追及

され る。そ うなれ ば減損損失 を計上す る も，改善

努力 しつ つ 先送 りす る の も厳 しい 事態に直面す る 。

今後 は ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ が機能 し，厳格な企業

会計 へ と変貌 を遂 げ る の が 確実 で あ る。

VI 会 計 基準 ・事前 対 策 の 問題

　こ こ で は早期適用に 付属す る問題 お よ び事前対

応 ス キ ーム の 問題 に つ い て 検 討に 加え る 。 会計基

準の 道筋 と処理 指針が明示 され た と は い え ，幾 つ

か 明確 な ル ール が 置 き去 りに されて い るか ら で あ

る 。 減損会計 導入 を見据え た事前対策 に 全 く問題

が な い わ け で は な い 。

　第
一

の 問題 は 資産評価 と公表 の タイ ミ ン グ で あ

る 。 減損損失 は あ くま で ， 事 業評価 （採算性 の 低

下）に基づ き損失計上す る も の であ り，そ れ は時

間経過 とと もに 徐 々 に 生 じ，減損の 兆 候を 認識す

る手順 を踏む こ と で 顕在化 す る。そ して ，事業評

価を ど の タイ ミ ン グ で 「減損 の 兆 候 ・ 認 識」を行

う べ きか明示 しな けれ ば な ら な い 。 タ イ ミ ン グ に

合理 的必 然性 が伴わ な けれ ば処理 そ の もの に疑念

を生 じ さ せ る 。 例え ば，当期 に処理 す る 場合，説

得力 に 欠 けれ ば単 に 決算調整 で はな い の か と い う

疑 念 を 与え や す い
。 ま た 公 表 タイ ミ ン グ に 詳細 な

規定 も存在 しない 。 例え ば，第 1 四半期で 減損損

失を公表す れ ば ， 前期の 後発事象 とす べ き と の 主

張 もあ り，逆 に期末直前 で は意 図的 な決算調整 と

も取 られ かね な い
。 した が っ て ，経営者は なぜ そ

の タ イ ミ ン グ で 計上 す る か の 合理 性が 問わ れ る 。

　第二 に ，企業 業績 の 「V 字復 活」 に 利用 され

る懸念を減損会計基準が 完全 に 払拭で き て い な い 。

不 採算 事業を顕 在化 さ せ るべ く導入 す る我が 国 で

あ る が ，我が 国に も米国 の ビ ッ グ バ ス 方式 同様 の

問題 が 横た わ っ て い る。
2004 年 12 月現在 ， 凵本

経済は 若干の 回復基調に あ る 。 減損会計は経営者

の 裁量 権が 確保 され る点 を既述 したが ， か え っ て

そ の 点に問題 が ある 。 減損会計 は 保守 的な 財務健

全性をア ピール す る性格 が備わ っ て おり，業績回

復の た め に 損失計 hは格好 の 手段 とな る点が危 惧

され る。す な わ ち，減損会計導入を 見据え て ，米

国企業 に お け る経営手法 ．　 過度な 保守的手法 を

用 っ て 企業 の 復活 を印象付 け さ せ る方策　　に 減

損会計 を利用 しな い とは断言 で きな い
。 通 常 ， 経

営失態を認め る損失計上 は 受 け入れ難 い が ，昨今

の 企業再編で も明 らか な よ う に，損失 を先送 りせ

ず 利益 を生 み 出せ る新体制で 臨 め る意味で 建設 的

との 判断 も働 くで あろ う 。 過度 の 保守 的経営は許

す べ き で な い が，導入を考え る上 で 慎重 を帰す べ

き問題 が残 され る。

　最後に ，事前対応 の 問題が 未解決で あ る 。 減損

会計導入を睨ん で ， 対策に 余念 の な か っ た 事例 は

多数あ る 。 例 え ば，上地再評価法の 活用 や 資産証

券化の 利用等で あ る 。 こ れ ら の 共通点は 資産の 効

率性向上 に あ り，貸借 対 照 表項 目の 改 革が 問われ

る点で あ る 。 事前対策の 中に は，近年 の 企業再編

を絡め て 資産 の 評 価減を行 い ，減 損損失 の 計上 回

避 を狙 うよ うな も の も存在す る 。 こ れ らが 全 く問

題な しとは い え な い 。以下 に，土地再 評価法お よ

び企 業再編を絡 め た事例 を挙げ る 。

　昭和電工 は 2000 年 12 月期 に ヒ地再 評価法を適

用 し，再評 価 差額金 607 億 円，そ れ に 関 わ る 繰延

税金負債 439 億 円を計 E した
。 翌年度 に 昭和 ビ ル

デ ィ ン グ （子会社）が 土地再評価法を適用す る 。
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　　 　 図 8　土 地再評価後 の 子会社吸収

貸借対照 表 （親 ：昭 和電工 1　　　　　 貸借対照 表（子 ：昭 和ビル デ ィ ン グ）

土 地再評価 法適用

飆

廴
翻

甲
吸

収

合

併

土 地再評価法適用

貸借対 照表 （昭和 電エ グ ル
ープ1

「
蕪

1
繰錨 ．

　 　 　 　 　 ／

　 　 　 　 　 1　 256億円　　 1

　　　　　　 資 玉
『一

　 「藤 司

　　　　　　一 一 ／

昭和 ビ ル デ ィ ン グ の 土地 は 含み 損が 生 じ て お り，

再 評価差額金 に ▲ 254 億 円 ， そ れ に 関わ る 繰延税

金 資産 183億 円を計上 して い る 。 そ の 後，昭 和電

工 は子会社を吸 収合併 して 再評価 差額金 353 億 円 ，

繰延税金 負債 256 億 円を計 h した 。 上地 再評価法

の 活 用 に よ り損益 計 算書を通 さず 上 地 の 含 み損益

を相殺 し て 含み 損 を
一

掃 した 。

図 9　新 設 会社設立後 の 現 物出資

親 会 社 新 設 会 社

現 物 出　資 引　取　り

　 子 会 社

　東武 鉄道 グ ル ープ は 親会 社が 持 つ 含 み 益 資 産

（不動産） を新設会社 に 現物 出資 す る 。 新設 会社

は東武 グル ープ 子会社が持 つ 含み 損資産 （不動産 ）

を 買取 り，後 か ら ヒ地 再評価法 を活用 して 含み 損

と含み 損を相殺 した f， 特定資産 に 生 じた含 み損益

の み を オ ン バ ラ ン ス 化 で き た 。

　 r 井不動産 は ゴ ル フ 場開発子会社 の 含み損処理

の ため，子会社同士 を合併 させ て 含み 損を
一掃す

　　　図 10　子会社合併 （パ
ーチ ェ ス 法）

　　　　　　　
”幽
［壷 ］

…… … … …

職
　　相 　殺

鯉
噸

’

　 　 ／
　 　 　 　 　 　 　 貪轟埜 　 　 　 　 　 　 　 　 貪垂遺

る 。
バ ー

チ ェ ス 法は取得 され た側 の 資産 は時価評

価 さ れ る。　 ・方の ∫会社が 他 方の 子会社 よ り も規

模が大 き い 組 み合わ せ で 合併 を繰 り返 す こ と で ，

資産 の 時価評 価 と 含み 損益 の 相殺が 可能 と な る。

　な お ，企 業 グル ープ 内で 合併 や 会社分割等で 事

業移転 を行 い
， 商法 の 資本充実原則を盾 に 資産価

額 の 評価減を認め さ せ る 方法 も あ 6 　
，，減損損失の

損益 計 算書計 上 は必 須 だ が ，企業 再 編 で 資産 価額

を切下 げた場合，生 じた損失は 損益 計算書 に 計上

しな い 。減 損会計 はオ フ バ ラ ン ス の もの を オ ン バ

ラ ン ス す る 目的が あ る の に ，企業再編に よ る事 前

対策は依然オ フ バ ラ ン ス で あ る 。 グル
ープ 内で い

か に 再編 し よ う と連結財務諸 表へ の 影響 は な い は

ず だが ，単独財務諸表をべ 一
ス とす る商法 を根拠

に連結財務諸表が そ れ に 倣 う異常事態で もあ る 。

　債権 者保護を 目的に 資本の 減少 を抑制す る商法

は，時価以 ドに よ る資産価額 の 受入 れ を根拠 と し

て 含み益が 認識で き る 。 また，企 業再編税制で 税

法が独立 し，企業冉編 に つ い て会計が フ リー
な立

場を得 た に もかか わ らず ，税務上 は 簿価移転を 前

提 に 含み 益を認識 し資本を増加さ せ る。 こ れ は企

業結 合会計 の 末整 備に 原因 もあ る が ，理 念 な き対

策
一

減損損失 の 計上 回避
一

は糾 弾 され る べ き

で あ る 。

　以上 ， 事前対策 の 問題 を指摘 したが ， 減損会計

導入 前 に 他 に 方法が な か っ た と い わ れ れ ば ，反 論

出来な い の も事実で あ る 。 企業が 財務健全 化 に 注

力 し て い る点 は
一応評価す べ き で あ る。 こ れ を考
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慮す れば，企業再編 を絡 め た事前対策に さ ほ ど批

判が な い の 頷け る
。

た だ し ， 導入 後 は こ う し た 減

損損失の 計上回避 は 容認す べ きで な い 。

V皿　 ま と め

　減損 会計導入 の 企 業財務 に 及ぼ す 影響 と，そ の

影響 ゆ え に 準備期間 が設 定され た こ とを述 べ たが，

導入 に 備 え て 企業 が 行 う べ き対応 を以 下 に 図示す

る 。

　 　 　 　 　 　図 11

　 　 　 （企業目標）

鬪
　 　 減損損 失計上 回避

　 　 ＝損失ゼロ

　　ー　　一　　幽　　一　　　一　@　一　　一　　一　　　一

　 一 　　減損 損失

の
減

少

導
入
後

対応

中長期） 経

戦 略 の

考 　　L

u選 択 と 集 中 」

減 損 会計への対応 　　（選択 肢）　　　

　　　　（難

度
）

S 鬩；1 謎∵

q
一

継

続

使
用
Dr
売

オフバ

ンス（売却 他）

  単純売却

  資産 の証

化   営 業譲 渡   会社分寵 栄　

フ
バ

ンス選択 不可＝ オンパラ ンス ↓ 低 　収益

が 低 下 し た事業 を抱 え る 企業 は 減損 損 失 の計上

r ・想 さ れ る 。 当 面 の対応は2 つ ある。   損失

上 を同避 する （ 減 損 損 失 ＝ 0 ），また は，  

損損 失を減少 させる。 前 者は ， 事 業 を継 続 保有

て収益性向 lt が 急務と な る。 遊 休 地の 有効活用

や原 価低減活 動 などが 考 え ら れる。 し か し，企業

が 何ら対 策 を 講 じ な かっ たこ とは稀 であ り実現性

は困難 であ る。そ の 点で 後 者は 現 実的 で ，収益 性

を 向上 さ せ る 発 想 に 加えて，その 発想 か ら開 放さ

れるオ フ バラ ン ス化（ 売却）処 理 も 考えら れ る。

　 以上 が 当 面の 対 応 だ が ， 現実には 中 長期の対 応

を勘 案しなければ な らな い 。 中 長 期 の経営戦略の

中 で 「継 続 保有」 か 「 オ フ バ ラ ン ス 」 か ， 資産所

有 の意義の 再 検討で ある。オ フ バラ ンス 化
は 咋 今

の 企 業 経 営 の 「 選 択 と集 中」に他 な らない。 オ フ

バラ ンス 化 のメ リ ットは成 長戦 略に 経営資 源を 集

  ﾅ き る ，資産の 価 格
変動リス
クか ら 開 放され る，

人税額 を減少 で き る 1 ’ J ） ，お よ び 財務 健 全化

資 産 効率を向 上 できる等が 挙げ られる 。 当 然

努 力 し だいで減 損 損失 の 回 避可能 性 も 残 る ，

ャピタ ル ・ゲ イン を 享

できる 等の 継続保 有のメ リット も 比較 さ れ ね

な ら な い。 　 減 損 会計が平成16 年3 月期か

の 導入である こ と を 自 覚すべ きで ある。準備

間は 不採 算 事 業 の 再建 を軌 道 に乗せ ら れると

断 し た場 合 ，財 務 処理を待つこ と が 出 来 る。

理なら ば 早 々 と 実施 すべ きであ り，そ れ が 経

者貢任で ある 。土 地再 評 価法ならびに企 業再

に伴う 含み損処理等 の事 前 対策 の期間 も限ら

つつ あ る が ，減損会 計 と代 替施 策 （ 事 前 対応

とでは 後の 損 益 に与える影 響 が 異 なる ため，

討の余 地 が残 さ れている。基準 と 適 用

針 に より 早期 適 用 が認 め られ た 現 在，事 前 対

の 選 択 に も 説 明 責任が 求めら れ る 。 　
な お 回

基 調の 我が国
経

済に 減損会計 が足枷と なる か

， 次 の 観 点 で否 定 する。第一 に ， バ ブ ル の負

遺産を一掃 する意 味で減 損会 計は 最 後の 機 会

あ る。 第 二 に ， 長 期 不 況で 徐々に毀 損した事

は 準 備 期 間内に 改 革 を 推 進 していく 他 に道 はな

｢ 。そ れに 耐 え られな け れば，資産 売却， 工 場 閉

鎖，お よ び 事業撤 退を し て 事 業 再編 の加 速 ，人 材

流 動 化 ，お よ び 不 動産の 供給 増加 など多方 面 に 影

響 が 波及する。 減損 処理に耐えら れ る 企 業 と そ う

ﾅ ない 企 業 の二 極分化 を考慮しても ，財務へ の 積

極関与 を 評
価

す る な ら ば 経済 全体にプ ラスで ある

　今 後は ，平成 18 年3 月期以 降の企 業財
務
へ

影 響 を ト レースす る と と も に
，

さ れた課

・問 題に 対 す る 動 き ， およ び減損会 計 よ り 派生する 一 ： 極
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　　　　　　　　　　 〈注 〉

（1） 早 期 適 用 以 前 は 減 損 処 理 が 認 め られ な か っ た。

　　財務体力 に勝 る 企業 が 収益性 の 低 ドした 資産 を 売

　　却 し た り，土 地再評価法で 含み 損 の 処理を行 っ た 。

　　逆 に 体力 に 劣 る企業 は 含み 損を抱 え た ままで あ る、，

〔2 ）　新会計華準 に 平行 し て ，独 占禁止法 改正 （持株

　　会社解禁 ） や の 商法改正 （株式交換 ・会社分割）

　　が 実現 した。

（3 ）　将来収益 や 資産 リ ス ク の 見積 りは 企業 に 依存す

　　 る。従来の よ う に 数値 の 正 確性 ・妥当性を担保す

　　 る こ と が 困難 と な る。資産 グ ル
ーピ ン グや 将来 キ ャ ッ

　　シ ュ
・フ ロ

ーの 見 積 り な ど経営者は 深 い 知識を 必

　　要 と す る 。

（4 ） FASB は SFAS 　121 号 「長 期 性 資 産 の 減 損 お

　　よ び 処分 予定 の 長 期 性資産 の 会計処理 」 と SFAS

　　144 号 「長 期性資産 の 減損 ま た は 処分 に 関す る 会

　　計」 で あ り，国際会計基準委員会 （現 IASB ） は

　　IAS 　36 号 「資産 の 減損 」 で あ る 。

（5）   製造設備，  営業拠点，  本社 ビル ，  研究

　　施設，お よ び，  遊休地 が 対象 で あ る 。

（6 ＞　資産 の 継続的使用 と使用後 の 処分 に よ り見込ま

　　れ る 将来 キ ャ ッ シ ュ
・フ ロ

ーの 現 在価値。

（7 ）　資産 の 時価 か ら 処 分費用 見 込 額 を 控 除 した 価 額 。

（8 ） 1998 年 3 月 に 議 員 立 法 で 制 定 さ れ た 。 取得原

　　価 を 原 則 とす る商 法 第 34条 第 2 項 の 特 例 を 設 け，

　　事業 用 十 地 を 時 価 で 再 評 価 で き る。

〔9 ） 減損損失 を 計 1：して も損金不算 入 が 予想 さ れ 課

　　税所得は 減少 しな い
。 逆 に，資産 の 売却損失 は損

　　金算 入 さ れ る 。
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米 III正 樹稿 「減損処理 と現行 ル ール の 内的整合性」

　　「会計』 第 160 巻第 3号，2001 年。

＊ 本稿 は，平成 16年 11月 の 目本財務管理学会第 19回

人会 （富十 人学 ） の 報告 を ま と め た もの で あ る。
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